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平成 18年 5月26日

厚生労働省労働基準局

監 督 課 長

厚生労働省職業安定局

外国人雇用対策課長

各都道府県労働局労働基準部長 殿

各都道府県労働局職業安定部長 殿

警察庁､法務省及び厚生労働省の三省庁による ｢不法就労等

外国人対策に係る具 体的施策について｣の策定について

標記について､平成 18年 5月 23日に開催 された三省庁の担当課長を構成員 とす

る不法就労外国人知策等協議会において､別添 1のとお り取 りまとめられたので､了

知 されたい｡

また､不法就労等外由人労働者問題地方協議会設置要綱も別添 2のとお り改正 され

たので､併せて了知されたい｡

なお､本件について､記者発表等による広報は予定していないことを､念のため申

し添える｡



(別添 1)

不法就労等外 国人対策 に係 る具体 的施策 にう いて

平成 18年 5月 23日

管 察 庁

法 務 省

厚 生 労 働 省

平成 18年 3月 10日に開催 され た局長連絡会議 におい て,警察 ･法務 ･厚 生労

働 三省 庁 に よる ｢不法就労等外 国人対策 につ いて｣ の基本合意 が図 られ た ところ,

不法就 労等外 国人対策 をよ り強力 に推 進 してい くた め,下記 の とお り具体的な対策

を執 るこ ととす る｡

なお ,.内閣官房副長官補室 で は,本年 6月 に外 国人労働者 問題啓発月 間の実施 を

予定 してい る ところ,下記諸対策 につ いては,同月 間に合 わせ て●取組 み を強化す る

こととす る｡

記

1 不法就労外 国人及 び悪質 なブ ローカー ･雇用主等 に関す る緊密 な情報交換

(1)本省 レベル に よる情報交換

ア 三省 庁 は,実効 ある不法就労等外 国人対策 に資す るため,不法就 労外 国人 の

実層 や その誘 因 となってい る悪質 なブ ローカー ･雇座 主等 に関 して,積極 的な

情報交換 を図 る｡

イ 三省 庁 は,随時, 協議会 を開催す るな どして,三省 庁 の各地方 関係機 関にお

ける情報交換 実施状況等 の フォ ローア ップを行 うO

(2)地方 レベル による情報交換

都道 府県警 察,地方入 国管理局及び都道府 県労働 局 (以 下 ｢三省 庁の各地方

関係 機 関｣ とい うo) 紘, よ り緊密 な情報交換 の促 進 に努 め,.これ ら諸情報 を

第-線 での不法就労等外 国人対策 に反 映 させ る0

2 事業主団体等 に対す る行政指導及 び啓発活動 の強化

(1)三省 庁に よる指導等

三省庁 は,各所管業界 団体等- の指導 を行 うとともに,事業主団体に対す る

説 明会 を開催 す るな ど不法就 労等外 国人対策 に係 る理解 と協力 を求 め, これ ら

事業主団体 の傘下諸団体- の指導 ･啓発 を要請す る｡

(2)都道府県等 を単位 とす る三省 庁 の各地方 関係機 関に よる事業 主団体 に対す る

説 明会 の開催

三省 庁 の各地方 関係機 関は,各所管業界団体等- の指導 を行 うとともに,事

業主団体 に対す る説 明会 を開催す るな ど不法就労等外 国人対策 に係 る理解 と協



力 を求 め, これ ら事業主団体の会員事業主等- の指導 ･啓発 を要請す る｡

3 資格外活動 の防止 対策 の強化

(1)上記 2の (2) と同 じ

三省 庁 の各地 方 関係機 関は,各所管業界団体等- の指導 を行 うとともに,事

業主団体 に対す る説 明会 を開催す るな ど不法就 労等外 国人対策 に係 る理解 と協

力 を求 め, これ ら事 業主団体の会員事業主等- の指導 ･啓発 を要請 す る｡

(2)資格外活動 に関す る情報 の収集

都道府 県警察及 び地方入 国管理 局 は,外 国人 の資格外活動 に関す る情報 の入

手 に努 め,必要 に応 じて実態調査を行 うな ど, この種事犯 の防止 を図 る｡

4 悪質 な不法滞在 ･不法就 労事犯 等 に対す る取締 り等 の強化

(1)警 察,入 国管理局 に よる合 同摘発及 び労働 局 に よる強制捜 査等 との連携 の強

化

都 道府 県警察及び地方入 国管理 局 は,悪質 な不法滞在,不法就 労事犯等 の取

締 りに向けた合 同摘発 をよ り-層 強力 に推進す るこ ととし,都道府 県労働局 は,

当該合 同摘発 に係 る事業主 において労働基準 関係 法令違反 が認 め られ強制捜査

等 を実施す る場合 には,事案 に応 じ,都道府塊警察及 び地方入 国管理局 との連

携 を図 ることとす るな ど,取締 体制の連携 ･強化 を推 進す る｡

(2)警察 ,入 国管理局 に よる不法入 国あっせ ん組織 ,人身取 引 を始 め とす る不法l

滞在 ･不法就 労 を助長 す る事犯 等の徹底取締 り

都道府 県警 察 は,不法入 国 あっせ ん組織や人身取引 ･地 下銀行等 不法滞在 ･

不法就労 を助長す る事犯 の解 明に努 め る とともに,その取締 りを強力 に推進 し,

地方入 国管理局 は これ に協力す るもの とす る｡

(3)入 国管理局 に よる悪質 なブ ロー カー ･雇用主及 び不法就 労者 の警 察 に対す る1

告発 ･通報 の強化

地方入 国管理 局 は,不法就 労に係 る被摘発者 につ いて, よ り一層 その実態の

解 明に努 め るな ど して,悪質 な不法就 労事犯 の都道府 県督 察 に対す る告発 ･通

報 を強化す る とともに,不汝就 労等外 国人の誘 因になってい る関係者 の情報入

手 に努 め,悪質 なプ ロ-カー ･雇用主の通報強化 を図 る.

(4)警 察,入 国管理局 による入管法第 65条の活用拡大

都道府 県警 察及 び地方入 国管理局 は,入管法第 6 5条に基づ く入 国警備官-

の被 疑者 の引渡 し制度の活用拡大 を図 る｡



5 不払就労防止 に向 けた国内及 び海 外広報 の積極 的実施

(1) 国外 にお ける広報

ア 在 日外 国公館 を通 じた広報

在 日外 国公館 に対 して,我 が国にお ける外 国人 労働者受入 れ に関す る基本政

策及び来 日外 国人 に よる犯罪 の発 生状況 ･不法就労外 国人 の実態等 を説 明す る

な ど,不法就労企 図者 の送 出防止 に向けた当該 国政府 の協力 を要請する｡

イ 不法就労外 国人 の送 出国に所在す る 日本 国大使館 等 を通 じた広戟

不法就労外 国人 の送 出国に所在す る在外 日本公館 等 を通 じ, 当該 国政府 に対

して我 が国の外 国人労働者 受入れ に関す る基本政策及 び来 日外 国人 による犯罪

の発 生状況 ･不法就労者 の実態等 を伝達す るな ど,不法就 労企 図者 の来 日防止

に向 けた 自国内での広報 を要請す るo

ウ 在 日外 国報道機 関加盟 団体等 を通 じた広報

在 日外 国報道機 関加盟 団体 ,外 国向 け放送機 関等- の記者 発表 ･資料提供等

を実施 し,不法就 労者 の送 出国等 に向 けた広報活動 を展 開す るO

(2) 国内にお ける広報

ア 三省 庁 による広報啓発活動 の推 進

(ア)響察庁 は, ｢来 日外 国人犯罪 対策 及び不法滞在 ･不法就 労防止 のための活

. 動強化月 間｣ を設 定 し,都 道府 県警察 にお ける①雇用 主等 に対す る不法就労

防止 のための指導啓発 ,②在留資格 を有す る外 国人 の失掠 防止対策,③パ ン

フ レッ ト等 による広報等 を行 うもの とす る｡

(イ)法務省 は,①事業所 に対す るパ ンフ レッ トの配布 ,② 地方 自治体,商工会

等- のボス タ-の掲示依頼 ,③ イ ンターネ ッ ト (法務省 ホ一､ムペ ー ジ) に よ

る広野の推進 を実施す る｡

(ウ)厚生労働省 は,① ポス ター ･パ ンフ レッ トの作成及び配布 ,②外 国人労働

者 問題 について事業主団体や個 々の事業主に対す る周知 ,啓発活動 を実施す

る｡

イ 三省 庁の各地方 関係機 関に よる広報啓発活動 の推進

三省 庁 の各地方 関係機 関は,独 自に又は不法就労等外 国人労働者 問題 地方 協

議会 と して,不法就労外 国人 の雇 用防止 に向けた事業主団体等- の広報啓発活

動 を展 開す る｡



不法就 労等外 国人対策 に係 る具体 的施策 につ い て

平成ii 年 5月31 日

警 察 庁

法 務

厚 生 労

省

省働

平成_圭｣と年 3月i_9_日に開催 され た局長連絡会議 にお い て,警 察 ･法務 ･厚 生 労

働 三省 庁 に よる ｢不法就労等外 国人対策 につ いて ｣ の基 本 合意 が図 られ た ところ,

不法就 労等外 国人 対策 をよ り強力 に推 進 してい くた め, 下記 の とお り具体的 な対策

を執 るこ ととす る ｡

なお, 内閣官房 副長 官補 室 で は,本 年 6月 に外 国人労働 者 問題 啓発.月 間の実施 を

予 定 してい る ところ,下記諸対策 につ い て は, 同月 間に合 わせ て取組 み を強化 す る

こ と とす る｡

記

1 不法就 労外 国人及 び悪質 なブ ロー カー ･雇用 主等 に 関す る緊密 な情報交換

(1)本省 レベ ル による情報 交換

ア 三省 庁 は,実効 ある不法 就 労等外 国人対策 に資す るた め,不法就 労外 国人 の

実態や そ の誘 因 となってい る悪質 なブ ローカー ･雇 用 主等 に緬 して,積 極 的 な

情報 交換 を図 る｡

イ 三省 庁 は, 随時, 脇鼓会 を開催 す るな ど して,三省 庁 の各地 方 関係機 関 にお

け る情報交換 実施 状況等 の フォ ローア ップ を行 う｡

(2)地方 レベ ル による情報 交換

都道府 県警 察,地方 入 国管理 局及 び都 道府 県労働 局 (以 下 ｢三省 庁 の各地方

関係 機 関 ｣ とい うO) は, よ り緊密 な情報 交 換 の促 進 に努 め, これ ら諸情 報 を

第一線 での不払就 労等外 国人対策 に反 映 させ る0

2 事業 主団体等 に対す る行政指 導及 び啓発活動 の強化

(1) 三省 庁 に よる指導等

三省 庁 は,各所 管業界 団体等 - の指導 を行 うとともに,事 業 主団体 に対す る

説 明会 を開催 す るな ど不法就 労等外 国人対策 に係 る理解 と協力 を求 め, これ ら

事業主団体 の傘下諸 団体- の指導 ･啓発 を要請 す るO

(2)都道府 県等 を単位 とす る三省 庁 の各地方 関係機 関 に よる事業 主団体 に対す る

説 明会 の開催

三省 庁 の各 地方 関係 機 関 は,各所 管業界 団体等- の指導 を行 うとともに,事

業 主団体 に対す る説 明会 を開催 す るな ど不法就 労等 外 国人 対策 に係 る理解 と脇



力 を求 め, これ ら事業主団体の会 員事業主等へ の指導 ･啓発 を要請す る｡

3 資格外活動 の防止対策の強化

(1)上記 2の (2) と同 じ

三省 庁 の各地方 関係機 関は,各所 管業界団体等へ の指導 を行 うとともに,事

業主団体 に対す る説 明会 を開催 す るな ど不法就 労等外 国人対策 に係 る理解 と協

力 を求 め, これ ら事業主団体の会員事業主等- の指導 ･啓発 を要請す るo

(2)資格外活動 に関す る情報 の収集

都道府 県警察及 び地方入 国管理 局 は,外 国人 の資格外活動 に関す る情報 の入

手 に努 め,必要 に応 じて実態調査 を行 うな ど, この種事犯 の防止 を図 る｡

4 悪質 な不法滞在･･不法就 労事犯等 に対す る取締 り等 の強化

(1)警察 ,入 国管理局に よる合 同摘発及び労働 局 に よる強制捜査 等 との連 携 の強

化

都道 府県警察及 び地方入 国管理 局 は,悪質 な不抵滞在, 不法就 労事犯等 の取

締 りに向けた合 同摘発 をよ り一層 強力 に推進す ることとし,･都道府 県労働 局 は,

当該合 同摘発 に係 る事業主 にお いて労働基準 関係 法令違反 が認 め られ強倒 捜査

等 を実施す る場合 には,事案 に応 じ,都道府 療警 察及 び地方入 国管理局 との連

携 を図 るこ ととす る■な ど,取締 体制 の連携 ･強化 を推進す るO

(2)警察 ,入 国管理局 による不法入 国あっせ ん組織 ,人身 取 引 を始 め とす る不法

滞在 ･不法就労 を助長 す る事犯 等の徹底取締 り

都道府 県警察 は,不法入 国あっせ ん組織や人身取 引 ･地 下銀行等 不法滞在 ･

不法就 労 を助長す る事犯 の解 明に努 める とともに,その取締 りを強力 に推進 し,

地方入 国管理局 は これ に協力す るもの とす る｡

(3)入 国管理 局 に よる悪質 なブ ロー カー ･雇用主及 び不法就 労者 の警察 に対す る

告発 ･通報 の強化

地方入 国管理局 は,不払就労 に係 る被摘発者 につ いて, よ り-層その実態 の

解 明に努 め るな どして,悪質 な不法就労事犯 の都道府 県警察 に対す る告発 ･通

報 を強化す る とともに,不法就労等外 国人の誘 因 になってい る関係者 の情報入

手 に努 め,悪質 なブ ローカー ･雇用主の通報強化 を図 る｡

土旦)瞥察 ,入 国管理局 による入管法第 65条の借用拡大

都道府 県警察 及び地方入国管理 局 は､入 管法 第 65条に基づ く入 国警備 官へ

の被 疑者U:)引渡 し制度の活用拡 大 を図 る.:



5 不法就 労防止 に向けた国内及 び海 外広報 の積極 的実施

(1) 国外 にお ける広報

ア 在 日外 国公館 を通 じた広報

在 日外 国公館 に対 して,我 が国 にお ける外 国人労働者受入れ に関す る基 本政

策及 び来 日外 国人に よる犯罪 の発 生状況 ･不法就労外 国人 の実態等 を説 明す る

な ど,不法就労企図者 の送 出防止 に向 けた当該 国政府 の協力 を要請す る｡

イ 不法就労外 国人の送 出国に所在す る 日本 国大使館 等 を通 じた広戟

不法就 労外 国人の送 出国に所在す る在外 日本公館 等 を通 じ, 当該 国政府 に対

して我 が国の外 国人労働者受入れ に関す る基本政策及 び来 日外 国人 による犯罪

･の発̀ 生状況 ･不法就労者 の実態等 を伝達す るな ど,不法就 労企 図者 の来 日防止

に向けた 自国内での広報 を要請す る｡

ウ 在 日外 国報道機 関加盟 団体等 を通 じた広報

在 日外 国報道機 関加盟 団体,外 国向 け放送機 関等- の記者発表 ･資料提 供等

を実施 し,不払就労者 の送 出国等 に向けた広報活動 を展開す る.

(2) 国内 にお ける広報

ア 三省 庁 に よる広報啓発活動 の推進

(ア)警 察庁 は, ｢来 日外 国人犯罪 対策及び 不法滞在 ･不法就 労防止 のための活

動強化月 間｣ を設 定 し,都道府 県警察 にお ける①雇用主等 に対す る不法就労

防止 のための指導啓発 ,②在留資格 を有す る外 国人 の失綜 防止対策,③パ ン

フ レッ ト等 による広報等 を行 うもの とす る｡

(イ)法務省 は,①事業所 に対す るパ ンフ レッ トの配布 ,② 地方 自治体,商工会

等- のボスタ-の掲示依頼 ,③ イ ンターネ ッ ト (法務省 ホー ムペ ー ジ) によ

る広報 の推進 を実施す る｡

(ウ)厚生労働省 は,① ポス ター ･パ ンフ レッ トの作成及び配布 ,②外 国人労働

者 問題 について事業主団体や個 々の事業主に対す る周知 ,啓発活動 を実施す

る｡

イ 三省 庁の各地方 関係機 関による広報啓発活動 の推進

三省 庁 の各地方関係機 関は,独 自に又 は不法就労等外 国人労働者 問題 地方 協

議会 と して,不法就労外 国人 の雇用 防止 に向けた事業主団体等へ の広報啓発活

動 を展 開す るO



(別 添 2)

不 法 就 労 等 外 国 人 労 働 者 問 題 地 方 協 議 会 設 置 要 綱

平成4年4月23日

(改正 平成 9年 2月 5日)
L

(改正 平成10年 5月25日)

(改正 平成12年 5月 18日)

(改正 平成13年 3月 6日)

(改正 平成14年 3月 6日)

(改正 平成15年 3月 5日)

(改正 平成16年 5月26日)

(改正 平成17年 3月 16日)

(.改正 平成17年 5月26日)

(改正 平成18年 5月23日)

( 目 的 )

1 不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題について,関係行政機関が連携してこ

､ れらの問題に係る施策の効果的かつ円滑な実施を図るため,不法就労等外国人労働者問題地方協議会

(以下 ｢協議会｣という｡)を設置する｡

(協議事項等)

2 協議会は,1の目的を達成するため,次に掲げることを行 う｡

(1) 不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する情報の交換

'(2) 不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題に係る施策の実施についての協議

(3) 入管法に基づく基準省令の連用,処分状況に関する意見交換

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか, 1の目的を達成するために必要な事項の検討

( 組 織 )

3 本協議会は別表 1の地区ブロック毎に設置し,警察庁及び都道府県警察 (以下 ｢警察庁等｣とい

うO)並びに法務省,厚生労働省の実務担当者で組織するb

(2) 協議会の構成員は別表 2に掲げる職にある者をもって充てる｡

(幹 事 会 )

4 協議会には,幹事会を設置するO

(2) 幹事会の構成員は別表 3に掲げる職にある者をもって充てる｡

(代表 幹事)

5 幹事会は,代表幹事3名を幹事会の警察庁等及び法務省,厚生労働省の構成員から各 1名げ っ選出す

るQ



(2) 代表幹事の内1名を当番代表幹事とし,交替でその任に当たるO当番代表幹事の任期は1年とするO

(3) 協議会及び幹事会は,代表幹事が召集 し,議長は当番代表幹事が行う｡

(4) 協議会及び幹事会の庶務は,当番代表幹事が行う｡

(5) 代表幹事は必要があると認めるときは,協議会又は幹事会に構成員以外の者の出席を求めることが

できるO

(会議の開催)

6 協議会は,年 1匡=詞催するO

(2) 幹事会は,年2回開催することとし,必要に応じて臨時会を開催するD






























